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　近年の一般ごみは大型家電、建築廃材など比較的大型なものが目立つ
ようになってきています。今回の四万十川一斉清掃でもこれらのものが
多く見られています。町では、関係者の協力により不法投棄の多い場所
には注意看板を設置していますが、まだまだ不法投棄は絶えません！！
　鮎の友釣り漁は、四万十川では５月 15 日に上流淡水漁協の管轄域を皮
切りに、順次解禁日を迎えます。今後は、日本全国から多くの釣りファンや観
光客が訪問される時期となりますので右のような看板が、四万十川の川沿いに
増えないように、川を大切に守る活動に対してこれからも皆さまのご協力をよ
ろしくお願いします。

※不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反となり、違反者には、
５年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金、もしくはその両方が課せら
れます。


